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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱壁内に前面が開口する陳列室を構成し、該陳列室内に商品陳列用の棚を架設して成
るショーケースにおいて、
　前記陳列室の背面に位置し、前記断熱壁との間に冷気が上昇する背面ダクトを構成する
ための背面パネルと、
　前記棚に設けられ、後端の連通部にて前記背面ダクトに連通すると共に、前端に冷気吐
出口が形成された棚ダクトと、
　前記連通部の上側において、前記背面ダクトを閉塞するためのダンパーとを備え、
　該ダンパーは、前記背面パネルに形成された透孔に移動自在に保持されて前記背面ダク
トを閉塞するための閉塞板部と、前記背面パネルに着脱自在に固定するための固定具とを
有し、
　前記背面パネルに固定されずに手前側に引き出された状態で、前記閉塞板部は前記背面
パネルの透孔縁部に係合して当該ダンパーは前記背面パネルに保持され、前記背面ダクト
は開放されると共に、奥側に押し込まれ、前記固定具により前記背面パネルに固定された
状態で、前記閉塞板部は前記背面ダクトを閉塞することを特徴とするショーケース。
【請求項２】
　前記閉塞板部の後端は、前記透孔の幅よりも幅広とされていることを特徴とする請求項
１に記載のショーケース。
【請求項３】
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　前記閉塞板部の後端は上側に折曲されており、前記ダンパーが手前側に位置した状態で
、前記背面パネル後面に沿うことを特徴とする請求項２に記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、断熱壁内に陳列室を構成し、この陳列室内に商品陳列用の棚を架設して成る
ショーケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどに設置されるショーケースは
、断熱壁の内側に間隔を存して設けた仕切板との間にダクトを構成し、仕切板の内側には
陳列室を構成すると共に、ダクトには冷却器と送風機を設置し、この冷却器と熱交換した
冷気を送風機により、ダクトから陳列室内に吹き出す構成とされている。
【０００３】
　この場合、陳列室の開口上縁には冷気吐出口が形成されていると共に、開口下縁には冷
気吸込口が形成され、いずれもダクトに連通されている。そして、この開口上縁の冷気吐
出口から冷気を吹き出し、エアーカーテンを形成しつつ陳列室内を冷却し、吹き出された
冷気は開口下縁の冷気吹出口から吸引するものであった。
【０００４】
　更に、この陳列室内には、複数段の棚が架設される。棚は、内部に棚ダクト（冷気通路
）が構成されており、後端には断熱箱体の背方における背面ダクトと連通するための連通
部が形成されている。また、棚の前端には、棚ダクトと連通する冷気吐出口が形成されて
いる。これにより、背面ダクト内を上昇した冷気を連通部を介して棚ダクト内に引き込み
、該棚の前端に形成された冷気吐出口より吐出することで、該棚下方の陳列室内を冷却す
るものであった（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
　ここで、各棚ダクトの上面には、ダンパー部材が取り付けられており、当該ダンパー部
材は、棚ダクトの下側に臨む操作部と、棚ダクトにダンパー部材を下方から螺合する化粧
ビスを有している。これにより、陳列室内を異なる二温度帯、例えば、常温と冷却温度、
若しくは、棚上面にヒータを有する場合には加温と冷却温度として使用する際には、それ
より上側の棚上を常温若しくは加温として使用する棚に設けられたダンパー部材を背面ダ
クト内に進出させて、当該ダンパー部材により背面ダクトを上下に区画する。
【０００６】
　これにより、背面ダクトを上昇する冷気は、ダンパー部材により、棚ダクト内に案内さ
れ、当該棚ダクトより下側の陳列室内を冷却する。他方、ダンパー部材により、当該棚よ
り上側には、冷気が供給されないことから、当該棚より上側の陳列室内を常温又は加温し
て使用する。
【特許文献１】２００４－２６１５０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のショーケースにおいて、ダンパー部材を背面ダクト側に進出、若しくは、陳列室
内に後退させる作業を行う際には、まず、ダンパー部材を棚ダクトに固定している化粧ビ
スを緩め、操作部を持って前後に摺動させることにより行う。しかしながら、当該化粧ビ
スやダンパー部材の操作部は、棚の下側に設けられているため、化粧ビスの位置や操作部
の位置を視認しながら操作することは困難であり、手探りにて化粧ビスや操作部の位置を
確認しながらの作業を強いられていた。
【０００８】
　また、この種のショーケースに設けられる棚装置は、棚板全体を前後に摺動可能とする
スライド棚が採用されていることが多く、棚装置自体の構造が複雑であり、また、重量も
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嵩んでいる。そのため、当該棚装置を陳列室内に保持するブラケットや支柱の強度向上を
図らなければ成らず、生産性の面からも、棚装置自体の構造を簡素化し、且つ、軽量化す
ることが望まれている。
【０００９】
　そこで、本発明は従来の技術的課題を解決するためになされたものであり、ダンパーの
操作により陳列室内に二温度帯を形成して使用するショーケースであって、当該ダンパー
部材の操作を容易とすることができると共に、棚装置自体の構造を簡素化することができ
るショーケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のショーケースは、断熱壁内に前面が開口する陳列室を構成し、該陳列室内に商
品陳列用の棚を架設して成るものであって、陳列室の背面に位置し、断熱壁との間に冷気
が上昇する背面ダクトを構成するための背面パネルと、棚に設けられ、後端の連通部にて
背面ダクトに連通すると共に、前端に冷気吐出口が形成された棚ダクトと、連通部の上側
において、背面ダクトを閉塞するためのダンパーとを備え、該ダンパーは、背面パネルに
形成された透孔に移動自在に保持されて背面ダクトを閉塞するための閉塞板部と、背面パ
ネルに着脱自在に固定するための固定具とを有し、背面パネルに固定されずに手前側に引
き出された状態で、閉塞板部は背面パネルの透孔縁部に係合して当該ダンパーは背面パネ
ルに保持され、背面ダクトは開放されると共に、奥側に押し込まれ、固定具により背面パ
ネルに固定された状態で、閉塞板部は背面ダクトを閉塞することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２の発明のショーケースは、上記発明において、閉塞板部の後端は、透孔の幅よ
りも幅広とされていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３の発明のショーケースは、上記発明において、閉塞板部の後端は上側に折曲さ
れており、ダンパーが手前側に位置した状態で、背面パネル後面に沿うことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、断熱壁内に前面が開口する陳列室を構成し、該陳列室内に商品陳列用
の棚を架設して成るショーケースにおいて、陳列室の背面に位置し、断熱壁との間に冷気
が上昇する背面ダクトを構成するための背面パネルと、棚に設けられ、後端の連通部にて
背面ダクトに連通すると共に、前端に冷気吐出口が形成された棚ダクトと、連通部の上側
において、背面ダクトを閉塞するためのダンパーとを備え、該ダンパーは、背面パネルに
形成された透孔に移動自在に保持されて背面ダクトを閉塞するための閉塞板部と、背面パ
ネルに着脱自在に固定するための固定具とを有し、背面パネルに固定されずに手前側に引
き出された状態で、閉塞板部は背面パネルの透孔縁部に係合して当該ダンパーは背面パネ
ルに保持され、背面ダクトは開放されると共に、奥側に押し込まれ、固定具により背面パ
ネルに固定された状態で、閉塞板部は背面ダクトを閉塞するので、背面パネルに保持され
るダンパーを直接視認しながら、当該ダンパーにより背面ダクトを開放する操作及び閉塞
する操作を行うことが可能となる。
【００１４】
　これにより、従来のように手探りにてダンパーの操作を行う場合に比して、容易に、且
つ、確実にダンパー操作を行うことが可能となり、利便性の向上を図ることが可能となる
。特に、本発明によれば、ダンパーは、背面パネルに形成された透孔に保持されるもので
あることから、棚に設けられる場合に比して、当該棚自体の構造を簡素化することが可能
となり、生産性の向上や、棚自体の重量を軽量化することができる。
【００１５】
　また、ダンパーは、背面パネルに固定されずに手前側に引き出された状態では、閉塞板
部は背面パネルの透孔縁部に係合して当該ダンパーは背面パネルに保持され、背面ダクト
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を開放するため、簡素な構造にて、背面ダクトを開放した状態を維持することが可能とな
る。
【００１６】
　更に、ダンパーは、奥側に押し込まれ、固定具により背面パネルに固定された状態で、
閉塞板部は背面ダクトを閉塞するため、固定具により安定して閉塞板部による背面ダクト
の閉塞状態を維持することが可能となる。
【００１７】
　請求項２の発明によれば、上記発明において、閉塞板部の後端は、透孔の幅よりも幅広
とされているので、上述したような背面パネルに固定されずに手前側に引き出された状態
において、透孔の幅よりも幅広に形成された閉塞板部の後端が当該背面パネルの透孔から
脱落してしまう不都合を回避することができ、安定した保持状態を維持することが可能と
なる。
【００１８】
　請求項３の発明によれば、上記発明において、閉塞板部の後端は上側に折曲されており
、ダンパーが手前側に位置した状態で、背面パネル後面に沿うことから、手前側に引き出
された状態のダンパーを後端が背面パネル後面に沿った状態で透孔縁部に係支させること
ができ、ダンパー全体をより背面パネルに沿わせた状態で保持することができる。これに
より、ダンパーが背面パネルから大きく前方に突出することによって、陳列室内の商品陳
列の邪魔となる不都合を抑制することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づき詳細に説明する。図１は本発明を適用したショ
ーケース１の斜視図、図２はショーケース１の縦断側面図（最上段の棚２５に棚ダクト部
材５０を取り付けた状態）を示している。
【００２０】
　ショーケース１は前面に開口する断面略コ字状の断熱壁３と、その両側に取り付けられ
た側板４によって本体５が構成されており、この断熱壁３の内側には間隔を存して背面に
背面パネル６が配設され、この背面パネル６と断熱壁３間に背面ダクト９が形成されてい
る。尚、背面パネル６の詳細については後述する。また、背面パネル６の下端には、前方
に延在するデックパン１０が設けられており、これら背面パネル６、デックパン１０及び
断熱壁３の天井部３Ａの内側に陳列室１１が構成されている。そして、デックパン１０の
下方には背面ダクト９に連通して下部ダクト１４が構成されている。
【００２１】
　この下部ダクト１４の前端は陳列室１１の前面開口下縁に位置すると共に、複数のスリ
ットから成る冷気吸込口１７に連通している。デックパン１０の下方の下部ダクト１４内
には冷気送給用の送風機７が配設され、陳列室１１の背面ダクト９内には冷却装置の冷凍
サイクルを構成する冷却器１５が縦設されている。
【００２２】
　断熱壁３の下側には機械室１９が構成されており、この機械室１９内には前記冷却器１
５と共に冷却装置の冷凍サイクルを構成する圧縮機や凝縮器、凝縮器用送風機が設置され
ると共に、電源や制御基板を収納した電装箱も配設される。断熱壁３の背方には当該断熱
壁３の背面と所定の間隔を存して鋼板製の背面板２０が取り付けられており、この背面板
２０と断熱壁３間には排気用ダクト２１が構成されている。
【００２３】
　この排気用ダクト２１の下端は機械室１９の後部に開口して連通すると共に、上端はシ
ョーケース１上方に開放している。尚、２３は機械室１９の前面を開閉自在に閉じるパネ
ルである。２４は機械室１９内下部に設けられた蒸発皿であり、図示しないドレンホース
を介して冷却器１５からのドレン水（露水や除霜水など）が流入し、貯留されるものであ
る。
【００２４】
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　陳列室１１内には棚が複数段、本実施例では上から順に、２５、２６、２７、２８が四
段架設されている。ここで、各棚２５、２６、２７、２８は、略同一の構成とされている
ため、棚２５を例に挙げて図３乃至図７を参照して当該棚２５及び棚２５に取り付けられ
る棚ダクト部材５０について説明する。図３は棚２５の縦断正面図、図４は図３の部分拡
大図、図５は棚ダクト部材５０の取付状態を示す陳列室１１側からみた側面図、図６は棚
２５及び棚ダクト部材５０の一部切欠縦断側面図、図７はダクト部材５０の底面図をそれ
ぞれ示している。
【００２５】
　棚２５は前側が低く傾斜して架設されており、これにより、最も手前側の商品が取り出
されると、その列の後方の商品が順次前方に移動する構成とされている。また、棚２５は
ブラケット３０と図示しない支柱に形成された係合孔との係合により着脱自在の構成とさ
れている。更に、棚２５はブラケット３０に対してそれぞれ前方に引出自在とされ、陳列
室１１内に押し込まれて保持された状態と、商品補充時に前面開口から手前側に引き出さ
れた状態とに保持可能とされている。
【００２６】
　棚２５は、前後に延在する一対の枠部材３２、３２とこの枠部材３２上に取り付けられ
、商品を載置するための棚板３３等から構成されている。そして、この棚板３３は金属板
から成り、その商品載置面の裏側には加温用ヒータＨ（電気ヒータ。図４参照）が取り付
けられている。加温使用時にはこの加温用ヒータＨが発熱して棚板３３上の商品を加熱保
温する。
【００２７】
　他方、前記ブラケット３０の後端には係合爪２９が形成されており、この係合爪２９を
陳列室１１内の左右に上下に渡って取り付けられた図示しない支柱の係合孔に係脱自在に
係合させることで、ブラケット３０は陳列室１１内に所定の高さの位置に左右一対ずつ取
り付けられる。そして、これら一対のブラケット３０、３０それぞれの外面にスライドレ
ール３１の固定側３１Ａが前後に渡って取り付けられ、左右で一対を成す。
【００２８】
　また、枠部材３２は、ブラケット３０の外側において下方に折曲され、降下辺３４が形
成されており、この降下辺３４、３４の内側に前記スライドレール３１、３１の可動側３
１Ｂがそれぞれ取り付けられる。これにより、棚板３３は枠部材３２の降下辺３４に取り
付けられるスライドレール３１の可動側３１Ｂと、ブラケット３０に取り付けられるスラ
イドレール３１の固定側３１Ａによって、ブラケット３０、３０に対し前後に摺動自在と
される。
【００２９】
　そして、ブラケット３０、３０の内側には、棚板３３の下側に位置して棚ダクト部材５
０が着脱自在に取り付けられる。本実施例における棚ダクト部材５０は、内部中空の矩形
状を呈しており、当該前端は、棚板３３の前端よりも前方まで延在していると共に、当該
後端は、棚板３３の後端よりも後方まで延在している。そして、棚ダクト部材５０の後面
（後端）は、後ろ向きに開口した連通部５１が形成され、下面前端には左右方向に延在し
て下向きに開口した中間冷気吐出口５２が形成されている。
【００３０】
　ここで、棚ダクト部材５０の後端に形成される連通部５１は、棚２５の下側に位置して
当該棚２５の背面に設けられる背面パネル６前面に当接して設けられるため、棚２５の傾
斜角度に応じて上端が下端よりも後方に延在して形成される。他方、棚２５に取り付けら
れる棚ダクト部材５０の連通部５１に対応する位置の背面パネル６には、左右に渡って背
面ダクト９と、棚ダクト部材５０内に形成される棚ダクト５３とを連通するための連通孔
５４が形成されている。なお、当該連通孔５４は、棚２５に取り付けられる棚ダクト部材
５０に対応する位置のみならず、本実施例では、当該棚２５の下側に架設される棚２６に
取り付けられる棚ダクト部材５０に対応する位置にも形成されているものとする。なお、
他の棚２７、２８についても同様に連通孔５４を形成しても良い。
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【００３１】
　そして、この棚ダクト部材５０の後部両側面には、外方に向けて所定寸法だけ延在して
形成される係支棒５５、５５が取り付けられている。本実施例では、当該係支棒５５の端
部は、頭部５５Ａが形成されている。また、棚ダクト部材５０の前部であって、中間冷気
吐出口５２よりも後方両側面には、断面略Ｌ字状の取付部材５６が取り付けられている。
【００３２】
　この取付部材５６の側面は、棚ダクト部材５０側面に当接してネジ止めにより固定され
ると共に、取付部材５６の上面には、詳細は後述するブラケット３０に固定される保持片
６０の上端部を挿入して係合するための係合孔５６Ａが形成されている。
【００３３】
　一方、当該棚ダクト部材５０が取り付けられるブラケット３０には、対向するブラケッ
ト３０、３０の上端に渡って、左右両端が下方に略直角に折曲された保持板５８が棚板３
３の下面とは所定間隔を存してネジなどにより固定されている。そして、この保持板５８
の下面両側部には、それぞれブラケット３０と所定間隔を存して断面略Ｌ字状の吊下部材
５９が取り付けられている。
【００３４】
　この吊下部材５９の上面は、保持板５８の下面に当接してネジ止めにより固定されると
共に、当該上面端部から垂下して形成される側面には、前端から後方に向けて切り欠かれ
た係止部５９Ａが形成されている。当該係止部５９Ａは、前記棚ダクト部材５０に設けら
れた両端の係支棒５５を挿入して保持するものである。従って、当該係止部５９Ａの下縁
前端は、少許上方に傾斜して、容易に係支棒５５が前端より脱落しない構成とされている
ことが望ましい。
【００３５】
　他方、ブラケット３０、３０の内面前部であって、棚ダクト部材５０がブラケット３０
に取り付けられた状態で、棚ダクト部材５０に設けられる取付部材５６が対応する位置に
は、前記保持片６０が取り付けられている。この保持片６０は、断面略クランク状に形成
されており、下方に向けて延在する側面は、ブラケット３０内面に当接してネジ止めによ
り固定されると共に、上方に向けて延在する側面は、棚ダクト部材５０側に配される。
【００３６】
　係る構成により、棚ダクト部材５０を棚２５下方に取り付ける際には、まず棚ダクト部
材５０の後部両側面に設けられる係支棒５５、５５を、棚２５が架設されるブラケット３
０、３０に設けられる吊下部材５９の係止部５９Ａ前端より挿入し、当該係止部５９Ａの
下縁に保持させる。その後、棚ダクト部材５０の前部両側面に設けられる取付部材５６の
係合孔５６Ａに対向するブラケット３０に取り付けられた保持片６０上端を挿入し、当該
保持片６０上面に棚ダクト部材５０の取付部材５６を載置し保持させる。
【００３７】
　これにより、棚ダクト部材５０を棚２５が架設されるブラケット３０、３０に取り付け
られる。この状態で、棚ダクト部材５０の背方に対応する背面パネル６には、背面ダクト
９内と連通可能とする連通孔５４が形成されているため、背面パネル６の前面に当接して
設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１を介して背面ダクト９内を上昇する冷気を棚ダ
クト５３内に流入させることができる。棚ダクト部材５０の前端には、下向きに開口され
た中間冷気吐出口５２が形成されていることから、当該タクト５３内の冷気を中間冷気吐
出口５２より下方に向けて吐出させることができる。
【００３８】
　ここで、上述したように棚ダクト部材５０は、棚２５の棚板３３下方に位置して当該棚
２５が設けられるブラケット３０、３０間に挿入により容易に係止可能とする吊下部材５
９と係支棒５５、及び、保持片６０と取付部材５６により取り付けられるため、着脱容易
とされる。
【００３９】
　また、当該棚ダクト部材５０を取り付けるための吊下部材５９や保持片６０は、他の棚
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２６、２７、２８にも同様に設けられていることから、選択的に当該棚ダクト部材５０を
何れかの棚に容易に取り付けることが可能となる。
【００４０】
　次に、図８乃至図１０を参照して、ショーケース１上部の構成について説明する。図８
はショーケース１上部拡大縦断側面図、図９は図８における開閉パネル部４３手前側に回
動させた状態の上部拡大縦断側面図、図１０は冷気吐出口部材４４を後方からみた部分拡
大図をそれぞれ示している。
【００４１】
　背面パネル６の上端には、当該背面パネル６の一部を構成する開閉パネル部４３が取り
付けられている。この開閉パネル部４３は、ヒンジ部材により、下縁を中心として手前側
に回動自在に取り付けられており、常時上側方向に付勢されている。そして、この開閉パ
ネル部４３の上端は、前側に所定角度にて折曲された当接面４３Ａが形成されており、当
該当接面４３Ａには、図示しないネジ止め用の孔が形成されている。
【００４２】
　他方、断熱壁３の前面開口上縁には、左右に渡って冷気吐出部材４４が設けられている
。当該冷気吐出部材４４は、前下部に整流部材としてのハニカム４５が取り付けられてお
り、当該冷気吐出部材４４の後端部には、全幅に渡って複数の冷気導入口４４Ｂが形成さ
れている。なお、当該冷気導入口４４Ｂの外周縁には、シール材が設けられていても良い
。
【００４３】
　そして、この冷気吐出部材４４の後側には、陳列室１１の天井部３Ａ下側に位置して上
記棚ダクト部材５０が着脱自在に取付可能とされている。具体的には、冷気吐出部材４４
の後側両側部に、側板４と所定間隔を存して断面略Ｌ字状の吊下部材４６、４６が取り付
けられている。
【００４４】
　この吊下部材４６の上面は、断熱壁３の天井部３Ａ下面に当接してネジ止めにより固定
されると共に、当該上面端部から垂下して形成される側面には、後端から前方に向けて切
り欠かれた係止部４６Ａが形成されている。当該係止部４６Ａは、前記棚ダクト部材５０
に設けられた両端の係支棒５５を挿入して保持するものである。従って、当該係止部４６
Ａの下縁後端は、少許上方に傾斜して、容易に係支棒５５が後端より脱落しない構成とさ
れていることが望ましい。
【００４５】
　他方、背面ダクト９上部であって、断熱壁３の背面３Ｂの前面両側部には、断面略Ｌ字
状の保持部材４７が取り付けられている。この保持部材４７は側面が断熱壁背面３Ｂに当
接してネジ止めにより固定されると共に、当該側面上端が前方に折曲して形成される上面
４７Ａは、棚ダクト部材５０の連通部５１が設けられている側の端部を保持可能とされて
いる。そして、当該上面４７Ａは、前端が少許下方に傾斜して形成されている。
【００４６】
　係る構成により、棚ダクト部材５０を陳列室１１の天井部３Ａ下側に取り付ける際には
、まず何れかの棚２５・・・に取り付けられている棚ダクト部材５０を取り外し、当該棚
ダクト部材５０の前後を反転させる。そして、背面パネル６上端を構成する開閉パネル部
４３をヒンジ部材４２を中心として手前側に回動させて、棚ダクト部材５０の連通部５１
が設けられる側の端部を背面ダクト９内に挿入し、当該背面ダクト９上部に設けられる保
持部４７、４７の上面４７Ａ、４７Ａに載置する。その後、中間冷気吐出口５２が形成さ
れる側の両側面に設けられる係支棒５５、５５を、天井部３Ａの前部に設けられる吊下部
材４６の係止部４６Ａ後端より挿入し、当該係止部５９Ａの下縁に保持させる。
【００４７】
　この状態で、背面パネル６上端を構成する開閉パネル部４３はヒンジ部材４２の付勢力
によって上方に付勢されているため、当該開閉パネル部４３の当接面４３Ａは、棚ダクト
部材５０の下面に当接される。この状態で、化粧ビス４８によって、開閉パネル部４３と
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棚ダクト部材５０とを共締めし、固定する。
【００４８】
　なお、本実施例では、ヒンジ部材４２は、常時上方に付勢されたものとしているが、こ
れに限定されるものではなく、単に回動自在とするものであっても良い。このように、背
面パネル６の上端部は、下縁を中心として手前側に回動自在の開閉パネル部４３とされて
いるので、棚ダクト部材５０の中間冷気吐出口５２が設けられる後端を容易に背面ダクト
６上部に配置させることが可能となる。そのため、比較的高い位置にある陳列室１１天井
部３Ａに容易に棚ダクト部材５０を取り付けることが可能となり、作業効率の向上を図る
ことができる。
【００４９】
　係る構成によって、棚ダクト部材５０の中間冷気吐出口５２が背面ダクト９上部に収容
された状態で、背面ダクト９上端は、開閉パネル部４３と棚ダクト部材５０により囲繞さ
れ、背面ダクト９内を上昇してくる冷気を円滑に中間冷気吐出口５２を介して棚ダクト部
材５０内の棚ダクト５３に円滑に流入させることができる。
【００５０】
　また、棚ダクト部材５０の連通部５１は、天井部３Ａに取り付けられた状態で、冷気導
入口４４Ｂが形成される冷気吐出部材４４後端にシール材を介して当接して取り付けられ
ることから、棚ダクト５３は、冷気吐出部材４４に形成される冷気吐出口４４Ａと連通さ
れる。従って、棚ダクト５３内に流入した冷気は、前面開口上縁に設けられた冷気吐出口
４４Ａより陳列室１１内や前記冷気吸込口１７に向けて吐出させることができる。
【００５１】
　ここで、上述したように棚ダクト部材５０は、化粧ビス４８による固定と、挿入により
容易に係止可能とする吊下部材４６と係支棒５５、及び、保持部材４７への載置によって
取り付けられるため、着脱容易とされる。
【００５２】
　次に、図２及び図１１乃至図１６を参照してダンパー３６について詳述する。図１１は
ダンパー３６により背面ダクト６を開放している状態を示す部分拡大縦断側面図、図１２
はダンパー３６により背面ダクト６を閉塞している状態を示す部分拡大縦断側面図、図１
３は図１１の横断平面図、図１４は図１３の部分拡大図、図１５は図１２の横断平面図、
図１６は図１５の部分拡大図をそれぞれ示している。
【００５３】
　本実施例では、図２に示すように、背面パネル６には、複数のダンパー３６が移動自在
に保持されている。具体的には、複数架設される棚のそれぞれの棚方向に対応する位置で
あって、当該棚に設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１よりの上側にそれぞれ左右に
延在する透孔３７、３７が形成されており、当該透孔３７にダンパー３６が保持されてい
る。本実施例では、棚２５の後方に対応する位置（実際には、棚２５に設けられる棚ダク
ト部材５０の連通部５１）よりも少許上側及び、棚２６の後方に対応する位置（実際には
、棚２６に設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１）よりも少許上側に透孔３７が設け
られ、それぞれにダンパー３６が保持されている。
【００５４】
　なお、本実施例では、ダンパー３６が取り付けられる位置を棚後方に対応する位置より
も少許上方としているが、棚が架設された状態で、当該棚に対応して形成される連通孔５
４より上方、且つ、当該棚前方から容易に視認可能な位置であることが望ましい。また、
ここでは、ダンパー３６が対応して設けられる棚は棚２５と棚２６としているが、これに
限定されるものではなく、他の棚についても同様に透孔３７を形成しダンパー３６を保持
しても良い。
【００５５】
　透孔３７は、ダンパー３６を内部において移動可能とするため、背面パネル６の左右に
延在して形成されており、当該ダンパー３６の厚さ寸法よりも少許広い間隔を有し、ダン
パー３６の移動を容易としている。
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【００５６】
　ダンパー３６は、陳列室１１の背部、即ち、背面パネル６に位置して背面ダクト６の左
右寸法に対応する寸法（実際には、少許小さい寸法）に形成される閉塞板部３８と、当該
閉塞板部３８を背面パネル６に着脱自在に保持する固定具３９により構成される。
【００５７】
　閉塞板部３８は、断面略Ｌ字状を呈しており、当該上面３８Ａは、例えば、当該取付位
置における背面ダクト６の前端から後端に延在する寸法に形成されており、当該後端３８
Ｂは、両側端部３８Ｃ、３８Ｃが透孔３７の幅よりも外方に延在した幅広形状とされてい
る（図１４、図１６）。また、後端３８Ｂは、所定角度にて上側に折曲して形成されてお
り、後述する如くダンパー３６が手前側に位置した状態で、背面パネル６後面に沿う形状
とされている（図１１）。
【００５８】
　一方、閉塞板部３８の上面３８Ａ前端が所定角度、具体的には、背面パネル６の傾斜角
度に沿って下側に折曲することで構成される前面３８Ｄの例えば、両側部には、前記固定
具３９が取り付けられている。この固定具３９は、操作部３９Ａの一端に固定される突出
部材３９Ｂと、当該突出部材３９Ｂを囲繞する軟質樹脂製の保持部材３９Ｃとから構成さ
れている。当該保持部材３９Ｃは、突出部材３９Ｂを先端から操作部３９Ａ側に渡って切
り割り形状とされている。他方、背面パネル６には、当該固定具３９に対応する位置に、
固定孔４０が形成されている。
【００５９】
　係る構成により、ダンパー３６により背面ダクト９を閉塞する際には、先ず、閉塞板部
３８の前面３８Ｄの前面に取り付けられた固定具３９の操作部３９Ａを持って、閉塞板部
３８の上面３８Ａを奥側、即ち背面ダクト９に押し込み、固定具３９の保持部材３９Ｃを
そのまま背面パネル６の固定孔４０に押し込むことで、保持部材３９Ｃが切り割りに沿っ
て開き、内方に設けられた突出部材３９Ｂが露出する。これによって、切り割りに沿って
開かれた保持部材３９Ｃにより、固定具３９が背面パネル６の固定孔４０に保持され、容
易に抜け出ることを防止することができ、固定具３９により安定して閉塞板部３８による
背面ダクト９の閉塞状態を維持することが可能となる（図１２、図１５、図１６）。
【００６０】
　このとき、閉塞板部３８の上面後端３８Ｂは、背面ダクト９の背面、具体的には、断熱
壁３の前面近傍に位置すると共に、当該対応する部分には、シール部材４１が設けられて
いる。そのため、ダンパー３６の閉塞板部３８が奥側に押し込まれた状態では、閉塞板部
３８の後端がシール部材４１と密着して固定されることで、背面ダクト９がダンパー３６
により閉塞され、背面ダクト９内を上昇してくる冷気のダンパー３６より上側への供給が
停止される。
【００６１】
　他方、ダンパー３６により背面ダクト９を開放する際には、先ず、前記固定具３９の操
作部３９Ａを前方に引くことによって、突出部材３９Ｃを背面ダクト９側から退避させ、
保持部材３９Ｃが閉じた状態とし、当該固定具３９と固定孔４０との固定を解除する。そ
の後、閉塞板部３８を手前側に引き出し、背面ダクト９を開放する。
【００６２】
　この状態で、閉塞板部３８の後端３８Ｄは、背面パネル６の透孔３７の縁部に係合して
背面パネル６に保持される。ここで、閉塞板部３８の後端３８Ｄは、両端部３８Ｃ、３８
Ｃが背面パネル６の透孔３７の幅よりも外方に延在した幅広形状とされているため、当該
後端３８Ｄが透孔３７から脱落しない構成とすることができる（図１４）。従って、ダン
パー３６が背面パネル６に固定されずに手前側に引き出された状態であっても、閉塞板部
３８の後端３８Ｄが透孔３７縁部に支持されることで、安定した保持状態を維持すること
が可能となる。従って、当該ダンパー３６を組み込む際には、製品の組み立ての時点で、
背面パネル６の背方から透孔３７に固定具３９を取り付ける以前の閉塞板部３８を挿入し
、背面パネル６の前方から閉塞板部３８に固定具３９を取り付ける。
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【００６３】
　なお、本実施例では、後端３８Ｄは、透孔３７の左右幅寸法より外方に延在した構成と
されているが、これに限定されるものではなく、当該後端３８Ｄが容易に透孔３７から脱
落しない構成であれば、例えば、後端３８の上下寸法を透孔３７の上下寸法よりも幅広と
しても良い。
【００６４】
　また、ダンパー３６が手前側に引き出された状態では、閉塞板部３８の上側に折曲され
た後端３８Ｄが背面パネル６の後面に沿う形状とされていることから、後端３８Ｄが背面
パネル６の後面に沿った状態で透孔３７縁部に係支させることができ、ダンパー３６全体
をより背面パネル６に沿わせた状態で保持することができる（図１１）。これにより、ダ
ンパー３６が背面パネル６から大きく前方に突出することによって、陳列室１１内の商品
陳列の邪魔となる不都合を抑制することが可能となる。
【００６５】
　また、当該ダンパー３６は、上述したように棚の後方に対応する位置、実際には、棚に
設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１よりも少許上側に保持されていることから、当
該ダンパー３６を直接視認しながら、背面ダクト９を開放する操作や閉塞する操作を行う
ことが可能となる。
【００６６】
　従って、従来のように手探りにてダンパーの操作を行う場合に比して、容易に、且つ、
確実にダンパー操作を行うことが可能となり、利便性の向上を図ることが可能となる。特
に、ダンパー３６は、背面パネル６に形成された透孔３７に保持されるものであることか
ら、このような簡素な構造にて、背面ダクト９を開放した状態を維持することが可能とな
る。また、ダンパーが棚に設けられる場合に比して、当該棚自体の構造を簡素化すること
が可能となり、生産性の向上や、棚自体の重量を軽量化することができる。
【００６７】
　以上の構成で、最上段を構成する棚２５より上側の陳列室１１を加温領域として加温使
用し、棚２６より下側の陳列室１１を冷却領域として冷蔵使用する場合は、図２に示すよ
うに、棚ダクト部材５０を棚２５の下側に取り付ける。これにより、棚ダクト部材５０の
後端の連通部５１を背面パネル６に形成される連通孔５４を介して背面ダクト９に連通さ
せる。そして、当該棚２５に設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１よりも上側に位置
するダンパー３６を奥側に押し込んで、当該高さにて背面ダクト９を閉塞する。なお、こ
れ以外の棚２６等の上側に位置するダンパー３６は手前側に引き出された状態で保持し、
当該高さにおける背面ダクト９を開放する。
【００６８】
　この状態で、送風機７が運転されると、冷却器１５と熱交換した冷気の一部は、背面ダ
クト９内を上昇し、背面パネル６に形成された連通孔５４を介して棚２５に取り付けられ
る棚ダクト部材５０の連通部５１より棚ダクト５３内に流入し、中間冷気吐出口５２から
陳列室１１内下部に向けて吐出される。また、残りの冷気は、背面パネル６に形成された
他の連通孔５４より陳列室１１内に吐出される。
【００６９】
　棚ダクト部材５０の前端下面に形成された中間冷気吐出口５２から吐出された冷気は、
棚２５より下側の陳列室１１の前面開口に冷気エアーカーテンを形成しながら当該陳列室
１１内を冷却する。そして、冷気吸込口１７から下部ダクト１４に吸引され、再び送風機
７に吸い込まれる循環を繰り返す。
【００７０】
　従って、最上段の棚２５より下側の陳列室１１内は、当該棚２５の下側に取り付けられ
る棚ダクト部材５０を介して前面開口に冷気供給されることにより、冷却領域とされ冷蔵
使用することができる。他方、最上段の棚２５の電気ヒータＨは、各ダンパー３６に別途
設けられるダンパーセンサの検出出力や、操作パネルの入力により通電される。これによ
り、最上段の棚２５より上側の陳列室１１内は、冷気供給の停止及び電気ヒータＨの通電
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により加温領域とされ、温蔵使用することができるようになる。
【００７１】
　次に、図１７を参照して、上から二段目の棚２６より上側の陳列室１１内を加温領域と
して使用し、棚２７より下側の陳列室１１内を冷却領域として使用する場合について説明
する。この場合、他の位置に取り付けられていた棚ダクト部材５０を取り外し、当該棚２
６の下側に上述したように棚ダクト部材５０を取り付ける。これにより、棚ダクト部材５
０の後端の連通部５１を背面パネル６に形成される連通孔５４を介して背面ダクト９に連
通させる。そして、当該棚２６に設けられる棚ダクト部材５０の連通部５１よりも上側に
位置するダンパー３６、本実施例では上から２つめのダンパー３６を奥側に押し込んで、
当該高さにて背面ダクト９を閉塞する。なお、これ以外の棚２５等の上側に位置するダン
パー３６は手前側に引き出された状態で保持し、当該高さにおける背面ダクト９を開放す
る。
【００７２】
　この状態で、送風機７が運転されると、冷却器１５と熱交換した冷気の一部は、背面ダ
クト９内を上昇し、背面パネル６に形成された連通孔５４を介して上から二段目の棚２６
に取り付けられる棚ダクト部材５０の連通部５１より棚ダクト５３内に流入し、中間冷気
吐出口５２から陳列室１１内下部に向けて吐出される。また、残りの冷気は、背面パネル
６に形成された他の連通孔５４より陳列室１１内に吐出される。
【００７３】
　棚ダクト部材５０の前端下面に形成された中間冷気吐出口５２から吐出された冷気は、
棚２６より下側の陳列室１１の前面開口に冷気エアーカーテンを形成しながら当該陳列室
１１内を冷却する。そして、冷気吸込口１７から下部ダクト１４に吸引され、再び送風機
７に吸い込まれる循環を繰り返す。
【００７４】
　従って、上から二段目の棚２６より下側の陳列室１１内は、当該棚２６の下側に取り付
けられる棚ダクト部材５０を介して前面開口に冷気供給されることにより、冷却領域とさ
れ冷蔵使用することができる。他方、最上段の棚２５及び棚２６の電気ヒータＨは、各ダ
ンパー３６に別途設けられるダンパーセンサの検出出力や、操作パネルの入力により通電
される。これにより、上から二段目の棚２６より上側の陳列室１１内は、冷気供給の停止
及び電気ヒータＨの通電により加温領域とされ、温蔵使用することができるようになる。
【００７５】
　他方、陳列室１１内全体を冷却領域として冷蔵使用する場合には、他の位置に取り付け
られていた棚ダクト部材５０を取り外し、図１８に示すように、陳列室１１の天井部３Ａ
の下側に上述の如く棚ダクト部材５０を取り付ける。これにより、棚ダクト部材５０の中
間冷気吐出口５２が背面ダクト上端９に対応し、連通部５１が冷気吐出部材４４の冷気導
入口４４Ｂに対応して、棚ダクト部材５０内の棚ダクト５３を介して背面ダクト９上端と
冷気吐出口４４Ａとが連通される。そして、背面パネル６に保持される全てのダンパー３
６を手前側に引き出された状態で保持する。
【００７６】
　この状態で、冷気循環用の送風機７が運転されると、冷却器１５と熱交換した冷気は、
背面ダクト９内を上昇し、下向きに開口された中間冷気吐出口５２より円滑に棚ダクト５
３内に流入する。特に、この場合、棚２５等に取り付けられた際に、前端に下向きに開口
された中間冷気吐出口５２を反転させ、当該中間冷気吐出口５２を背面ダクト９上端に設
けることによって、背面ダクト９内を上昇してくる冷気を下向きに開口された中間冷気吐
出口５２により円滑に棚ダクト５３内に流入させることが可能となる。
【００７７】
　また、棚ダクト部材５０の連通部５１は、冷気吐出部材４４の冷気導入口４４Ｂに対応
して取り付けられているため、当該冷気吐出部材４４の冷気導入口４４Ｂから流入した冷
気は、開口上縁の下向きに開口して形成される冷気吐出口４４Ａより陳列室の前面に冷気
のエアーカーテンを形成しながら陳列室１１内を冷却する。そして、冷気吸込口１７から
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下部ダクト１４に吸引され、再び送風機７に吸い込まれる循環を繰り返す。これによって
、陳列室１１内の全域が冷蔵温度に冷却された冷却領域とされて、全棚上の商品が冷却さ
れることになる。
【００７８】
　なお、陳列室１１内全体を加熱領域として温蔵使用とする場合には、冷却装置及び送風
機７を停止し、全段の棚２５、２６、２７、２８の電気ヒータＨに通電し、各棚上の商品
を加温する。
【００７９】
　このように、本発明によれば、使用形態に応じて棚ダクト部材５０を棚２５、２６や陳
列室１１の天井部３Ａに設けることにより、当該使用形態に適した陳列室１１への冷気供
給を実現することが可能となる。
【００８０】
　特に、棚ダクト部材５０を棚２５や２６に取り付ける場合と陳列室１１の天井部３Ａに
取り付ける場合とで共通の棚ダクト部材５０を選択的に付け替えることで対応することが
可能となり、ショーケース１全体の部品点数を大幅に削減することが可能となる。これに
より、生産コストの削減や組立作業性の向上を図ることが可能となる。また、当該棚ダク
ト部材５０は、常に陳列室１１内に取り付けられているので、別途保管する必要がなく、
紛失するおそれがない。
【００８１】
　また、棚ダクト部材５０が取り付けられる棚以外の棚や、陳列室１１の天井部３Ａに棚
ダクト部材５０が取り付けられた状態での各棚は、棚ダクト部材が設けられないことから
棚自体を薄く構成することができ、限られた陳列室１１内を有効に利用することが可能と
なる。
【００８２】
　特に、当該棚下に位置する棚の商品陳列容積を拡大することができるため、商品陳列効
果の向上を図ることができると共に、ショーケース１全体として棚構造が簡素化されるた
め美観の向上を図ることができる。
【００８３】
　なお、本実施例におけるショーケース１では、冷却領域として使用される以外の棚は、
電気ヒータＨを通電することにより、温蔵使用としているが、これに限定されるものでは
なく、加熱や冷却を行わない非冷（常温）使用としても良い。これにより、棚ダクト部材
５０を取り付ける位置と、背面ダクト９を閉塞するダンパー３６を任意に操作することに
よって、当該ダンパー３６より上側の陳列室への冷気供給を停止することができ、陳列室
１１内に異なる温度帯を形成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明を適用したショーケースの斜視図である。
【図２】図１のショーケースの縦断側面図（最上段に棚ダクト部材を取り付けた状態）で
ある。
【図３】棚の縦断正面図である。
【図４】図３の部分拡大図である。
【図５】棚ダクト部材の取付状態を示す陳列室側からみた側面図である。
【図６】棚及び棚ダクト部材の一部切欠縦断側面図である。
【図７】ダクト部材の底面図である。
【図８】ショーケース上部拡大縦断側面図である。
【図９】同じくショーケース上部拡大縦断側面図である。
【図１０】冷気吐出口を後方からみた部分拡大図である。
【図１１】ダンパーにより背面ダクトを開放している状態を示す部分拡大縦断側面図であ
る。
【図１２】ダンパーにより背面ダクトを閉塞している状態を示す部分拡大縦断側面図であ
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る。
【図１３】図１１の横断平面図である。
【図１４】図１３の部分拡大図である。
【図１５】図１２の横断平面図である。
【図１６】図１５の部分拡大図である。
【図１７】図１のショーケースの縦断側面図（上から二段目の棚に棚ダクト部材を取り付
けた状態）である。
【図１８】図１のショーケースの縦断側面図（陳列室の天井部下側に棚ダクト部材を取り
付けた状態）である。
【符号の説明】
【００８５】
　Ｈ　　加温用ヒータ（電気ヒータ）
　１　　ショーケース
　３　　断熱壁
　３Ａ　天井部
　６　　背面パネル
　７　　送風機
　１１　陳列室
　１７　冷気吸込口
　２５、２６、２７、２８　棚
　３０　ブラケット
　３３　棚板
　３６　ダンパー
　３７　透孔
　３８　閉塞板部
　３８Ａ　上面
　３８Ｂ　後端
　３８Ｃ　側端部
　３８Ｄ　前面
　３９　固定具
　３９Ａ　操作部
　３９Ｂ　突出部材
　３９Ｃ　保持部材
　４０　固定孔
　４１　シール材
　４２　ヒンジ部材
　４３　開閉パネル部
　４３Ａ　当接面
　４４　冷気吐出部材
　４４Ａ　冷気吐出口
　４４Ｂ　冷気導入口
　４６　吊下部材
　４７　保持部材
　４７Ａ　上面
　４８　化粧ビス
　５０　棚ダクト部材
　５１　連通部
　５２　中間冷気吐出口
　５３　棚ダクト
　５４　連通孔
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　５５　係支棒
　５６　取付部材
　５６Ａ　係合孔
　５８　保持板
　５９　吊下部材
　５９Ａ　係止部
　６０　保持片

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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